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令和 5 年 1 月

数研出版株式会社

「新編 現代の国語 教授資料／現国 710」更新のお知らせ

　常日頃は弊社書籍をお使いいただき，厚く御礼申し上げます。
　さて，東京証券取引所の再編に伴い , 次のように本書の記述を変更いたします。
　ご指導の際にはご留意を賜りますようお願い申し上げます。
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下段
「語句解説」

14 東 証 一 部 上
場の大企業

※お持ちの刷では，上記の訂正内容が修正済みの場合がございます。

以上

14
東
証
一
部
上
場
の
大
企
業
　〔
注
③
東
証
一
部
上
場
―

東
京
証
券
取
引
所
の
市
場
第
一
部
で
株
式
な
ど
を
売
買
の
対

象
に
す
る
こ
と
。
東
京
・
名
古
屋
の
二
取
引
所
で
は
、
一
般

に
初
め
て
上
場
が
承
認
さ
れ
た
会
社
は
、
ま
ず
第
二
部
に
指

定
さ
れ
、
そ
の
後
資
格
を
満
た
す
と
第
一
部
に
上
場
で
き

る
。〕　
東
京
証
券
取
引
所
の
市
場
第
一
部
で
株
式
な
ど
を
売

買
の
対
象
と
す
る
大
企
業
。
株
式
と
は
株
式
会
社
の
資
本
を

構
成
す
る
単
位
で
あ
る
。
株
主
は
会
社
の
出
資
者
と
し
て
株

式
を
所
有
し
、
そ
の
会
社
の
所
有
権
の
一
部
を
持
つ
。
し
た

が
っ
て
、
株
式
会
社
が
自
社
の
株
を
市
場
に
上
場
す
る
と
、

不
特
定
多
数
の
者
が
そ
の
会
社
の
所
有
権
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
株
価
は
、
そ
の
企
業
の
株
式
の
需
要
と
供
給
に
よ
っ
て

決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
価
は
一
般
に
、
そ
の
企
業
の
将

来
性
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
。
株
式
の
上
場
に
は
、
株
式

の
時
価
総
額
、
発
行
済
み
株
式
数
を
は
じ
め
、
株
主
数
、
株

主
資
本
の
額
、
利
益
の
額
な
ど
詳
細
な
基
準
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
審
査
を
ク
リ
ア
し
、
金
融
庁
の
承
認
を
得

る
必
要
が
あ
る
。
東
証
に
は
異
な
っ
た
基
準
値
に
よ
っ
て
一

部
と
二
部
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
二
部
上
場
後
に
一
部
に
指

定
替
え
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
場
企
業
と

は
、
資
金
と
自
社
の
評
価
を
社
会
一
般
に
求
め
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
よ
う
な
力
量
を
持
つ
企
業
は
多
く
の
場
合
、
大
企

業
と
言
わ
れ
る
会
社
で
あ
る
。
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文
発
表
当
時
、
東
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は
異
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さ
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